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飼料の管理基準を超過した場合の対応について 
 

このことについて、平成 27 年 9 月 28 日付け 27 消安第 3362 号をもって、

農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課長から別添のとおり通知がありまし

た。 

このたびの通知は、平成 27 年 7 月 1 日付け 27 日獣発 90 号をもって通知し

た飼料の有害物質の指導基準の一部改正に関して、天候変動や飼料原料の多様

化等による飼料中の有害物質の含有実態の変化により管理基準を超過した飼

料が確認される可能性があり、今般、その際に適切な対応ができるよう基本的

な考え方を取りまとめたので、本会に対し、この考え方に基づく速やかな報告

と必要な情報の提供が依頼されたものです 

つきましては、貴会関係者に周知方よろしくお願いいたします。 
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